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町田市緑地保全基金条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年(２０２４年)２月２２日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市緑地保全基金条例の一部を改正する条例 

町田市緑地保全基金条例（昭和６０年９月町田市条例第２５号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（処分） （処分） 

第６条 基金は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に限り、その全部又は一部を処分する

ことができる。 

第６条 基金は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に限り、その全部又は一部を処分する

ことができる。 

（１）町田市緑の保全と育成に関する条例（昭

和５８年１２月町田市条例第３７号）の規

定により市長が設置する町田市ふるさとの

森の用地の買収事業の経費に充てるとき。 

（１）町田市緑の保全と育成に関する条例（昭

和５８年１２月町田市条例第３７号）の規

定により市長が設置する町田市ふるさとの

森の買収事業の経費に充てるとき。 

（２）町田市立公園条例（昭和４５年１２月町

田市条例第３８号）第１条の２第１号に規

定する市立公園の用地の買収事業の経費に

充てるとき。 

（２）都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第

２条に規定する都市公園の土地の買収事業

の経費に充てるとき。 

（３）略 （３）略  

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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